
  

第５期愛知県高齢者保健福祉計画の策定について 

 

１ 目的（計画の性格） 

県や市町村における総合的な高齢者の保健福祉の推進や介護保険制度の円滑な運営を図るため

の、総合的かつ具体的な指針となるもの。 

 

２ 根拠 

 (1) 老人福祉法第２０条の９第１項及び介護保険法第１１８条第１項 

 (2) 介護保険法第１１８条第４項 

「都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されな

ければならない。」 

(注) 第３期計画までは、介護保険事業支援計画、老人福祉計画及び老人保健計画と一体のも

のとして作成。（老人保健法：平成20年３月31日で廃止）  

 

３ 経緯等 

 (1) 第１期計画（策定：平成12年３月、期間：平成12～16年度） 

介護保険制度の導入（平成12年度）に併せて策定。また、老人保健計画及び老人福祉計画と

一体として策定。 

 (2) 第２期計画（策定：平成15年３月、期間：平成15～19年度） 

計画策定後３年ごとに見直すこととしている介護保険法等の規定により策定。 

 (3) 第３期計画（策定：平成18年３月、期間：平成18～20年度） 

    法改正により、計画期間が３年となる。 

(4) 第４期計画（策定：平成21年３月、期間：平成21～23年度） 

 第３期計画において設定した平成26年度の目標に至る中間段階として作成。 

 

４ 計画期間 

  平成２４年度から２６年度までの３年間 

 

５ 第４期計画の主な内容 

(1)  介護保険事業支援計画 

① 圏域ごとの各年度における介護保険施設等の種類ごとの必要入所利用定員総数等及び介護

給付等対象サービスの量の見込み  

② 介護サービス情報の公表に関する事項  

③ 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は

資質の向上に資する事業に関する事項  

④ 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提

供を図るための事業に関する事項 

(2) 老人福祉計画 

 ① 圏域ごとにおける特別養護老人ホーム等の必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標 

 ② 老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項  

 ③ 老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項 



  

６ 策定スケジュール 

国 県 市町村等（保険者）

２２年度

２３年度
４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

準備作業(データ整理等
（特養待機者調査、療養
病床の転換意向アンケー
ト等)）

　計画策定・公表／国へ提出

 【８月】
 第１回策定検討委員会
　（計画策定方針等の検討）

【８～９月】
サービス見込量WS・保険料
WSのヒアリング（県）

　サービス見込量を基にした
保険料算定ソフトの配付(見
込量WS・保険料WS)

計画たたき台
の作成

計画たたき台
の作成

　【12月】
 第２回策定検討委員会
　　（計画素案の検討）

調整(圏域ごと）

計画素案
の作成

計画素案の
作成

調整(圏域ごと）

計画案の
作成

計画案の
作成

パブリック
コメント
(１～２
月)

調整(圏域ごと）

　計画策定・公表／県へ提出

【10～11月】
サービス見込量WS・保険料WSのヒ
アリング（国）

　【３月】
 第３回策定検討委員会
　　（計画案の検討）

 【～3月】
 日常生活圏域ニーズ調査等の実施に
より高齢者の実態の把握・分析

 【7月11日】
 基本指針改正案の提示

社会福祉審議会
（計画の報告）
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